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１.札幌市の財政状況の概要
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札幌市の財政状況の概要

■一般会計歳入の状況（P.5）

・歳入総額は、地方交付税や、道路整備事業及び中央区複合庁舎整備等にかかる市債、市税等の増等により、令和５年
度と比較して増加しました。

・歳入総額に占める割合は、市税が最も多くなり、全体の約３割を占めています。
■一般会計歳出の状況（P.6）

・歳出総額は、障害福祉サービス費の増等により、令和５年度と比較して増額しました。
・歳出総額全体で最も多いのは保健福祉費で、歳出全体の約４割を占めています。
■市債残高の状況（P.15）
・一般会計では、建設債の発行額が償還額を上回ったことにより、前年度比0.9％増の1兆1,131億円となりました。
・特別会計、企業会計では、どちらも償還額が発行額を上回ったことにより、前年度と比較して減少しました。
・特別会計、企業会計を含めた全会計市債残高においては、前年度比ほぼ横ばいの1兆6,234億円となりました。

■財政指標（P.18～20）
・健全化判断比率：令和６年度決算においては、令和５年度に引き続き、基準を超える比率はありません。
・資金不足比率：令和６年度決算においては、病院事業会計で資金不足（5.4％）が発生。経営健全化基準（20％）に
該当する水準ではありません。
・財政力指数：令和６年度において0.70であり、他の政令市と比較して財政基盤が弱い状況です。（20都市中17位）。
・経常収支比率：令和６年度において98.0％であり、財政の弾力性、自由度が低い状況です。

■今後の財政運営（P.22）
・札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2023（計画期間：令和５年度～９年度）に基づき、将来を見据えたバランス
重視の財政運営を進めるため、４つの取組（計画的な財政運営、歳入・歳出の改革、財政基盤の強化、財政規律の堅持）
を実施します。
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２.札幌市の財政状況の推移
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一般会計決算の状況（過去10年間の歳入総額の推移）

● 歳入総額は、令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症や物価高騰への対応により国庫支出金が大幅に増加しましたが、現在
は概ね横ばいで推移しています。

● 令和６年度は、地方交付税や、道路整備事業及び中央区複合庁舎整備等にかかる市債、市税等が増加したことにより、前年度か
ら299億円の増加となりました。

● 歳入構成としては、令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症に対応するため地方創生臨時交付金等の国庫支出金が最も多く
の割合を占めていましたが、令和５年度以降は、これらの国庫支出金が減少したことから、市税が最も多くなり、全体の約３割
を占めています。
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一般会計決算の状況（過去10年間の歳出総額の推移）

● 歳出総額は、令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症や物価高騰への対応により大幅に増加しましたが、現在は概ね横
ばいで推移しています。

● 令和６年度は、障害福祉サービス費の増等に伴う保健福祉費の増や、白石清掃工場の整備費の増に伴う環境費の増等により、
前年度から292億円の増加となりました。

● 歳出構成としては、保健福祉費が最も多く、歳出総額の約４割を占めています。
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特別会計決算の状況

● 駐車場会計は歳入歳出同額となり、
その他の会計では実質収支が黒字と
なり剰余金が生じています。

● 剰余金については、国民健康保険会
計、介護保険会計、基金会計は基金
に積み立て、土地区画整理会計、母
子父子寡婦福祉資金貸付会計、後期
高齢者医療会計は翌年度へ繰り越し
ています。

● 全会計の実質収支で収入が支出を上
回る、もしくは歳入歳出同額となっ
ています。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

令和６年度決算の状況

各会計収支の過去10年間の推移
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公営企業会計決算の状況

（単位：百万円）

収益的収支

未処分利益剰余金・未処理欠損金

累積資金残高

● 水道事業会計では未処分利益剰余金が生じています。一方、病院事業会計、中央卸売市場事業会計、軌道整備事業会計、

高速電車事業会計及び下水道事業会計では未処理欠損金が生じています。

● 累積資金残高については、病院事業会計において収益的収支の悪化が続いたことによりマイナスに転じました。その他の
会計においてはプラスとなっています（軌道整備事業会計は一般会計からの長期貸付金６億円を、高速電車事業会計は特
別減収対策企業債179億円を資金とみなしています）。

● 各会計の収益的収支は、軌道整備事業会

計、高速電車事業会計、水道事業会計、

下水道事業会計で黒字に、病院事業会計、

中央卸売市場事業会計で赤字となってい

ます。
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市税の状況

● 令和６年度の市税収入額は、現行地
方税制となった昭和25年以降で最も
多い3,567億円となっています。

● 個人市民税と固定資産税が全体の
７割以上を占めています。

● 定額減税の影響などにより個人市民
税が減少しましたが、法人市民税、
固定資産税等、多くの税目において
前年度を上回りました。

● 平成30年度に個人市民税が増加した
のは、北海道（個人道民税）からの
税源移譲によるものです（小・中学
校等教職員の給与負担事務の移管に
伴うもの）。

• 新型コロナウイルス感染症の影響等により、平成23年度以降の上昇
傾向から一転して令和２年度は下落しましたが、令和３年度以降は
高い収入率を維持しています。

• 99.2％は、現行地方税制となった昭和25年以降で最も高い収入率と
なっています。

• 収入率については、滞納案件への早期着手のほか、適時・適切な滞
納処分を推し進めていることが向上につながっています。

• 収入未済額（未納額の累計）についても、平成８年度の256億円
（ピーク）から、令和６年度は29億円となり、この間で227億円の
圧縮となりました。

（単位：億円）

（単位：％）

（年度）

市税収入額の推移

市税収入率の推移

（年度）
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地方交付税の状況

● 地方交付税は、地方自治体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む住民にも一定水準の行政サービスを提供できるよう
財源を保障するために、国税４税（所得税、法人税、酒税、消費税（注））の一定割合及び地方法人税の全額などを交付す
るもので、地方固有の財源です。

● 地方交付税の使途は地方自治体の自主的な判断に任せられており、使途が限定されている国庫補助金とは性格が異なります。

● 地方交付税には、普通交付税と特別交付税の２種類があります。

（注）平成26年度までは、たばこ税を含む５税

● 平成25年度以降、市税収入など
の増加により減少していました。

【用語解説】

普通交付税：各地方公共団体の標準的な水準の財政需要（基準財政需要額）から各地方公共団体の標準的な税収入の一定割合
（基準財政収入額）を差し引いた額が交付される。

特別交付税：普通交付税の算定では捕捉されない特別の財政需要に対し交付される。

臨時財政対策債：本来、国が現金で交付すべき普通交付税の一部について、市が代わりに借金しているもの。翌年度以降、毎年
の返済分が普通交付税の基準財政需要額に加算される。

（年度）

（単位：億円）地方交付税額の推移

● 令和３年度は、国税収入が当初
の見通しより増え、普通交付税
の追加交付があったことから、
一時的に増加しました。

● 平成29年度に、教職員の給与負
担事務の移管に伴い増加した後、
令和２年度まで、再び市税収入
などの増加により減少しました。

● 令和４年度以降は、標準的な職
員費や扶助費などの増加に伴う
基準財政需要額の増加により、
地方交付税は増加しています。
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普通会計性質別歳出の状況（令和６年度決算）

参考：政令市における普通会計性質別歳出の構成比の比較

● 介護サービス事業所等感染症対策費の減や、病院事業会計や高速電車事業会計への繰出金の減等により補助費等が減少した一方、低
所得者支援及び定額減税補足給付金の増等に伴う扶助費の増加や、定年引上げに係る経過措置により前年度発生しなかった定年退職
者による退職手当の増や給与単価の増に伴う人件費の増加などにより、令和５年度と比べて全体で291億円の増加となりました。

【用語解説】
普通会計：地方公共団体の財政比較を行うた
め、地方財政統計上統一的に用いられている
会計区分。札幌市では、一般会計、土地区画
整理会計の一部、母子父子寡婦福祉資金貸付
会計、基金会計を統合したもの。

義務的経費：地方公共団体の歳出のうち、そ
の支出が義務付けられ、任意に削除できない
経費。人件費、扶助費（生活保護費等）、公
債費が該当する。

投資的経費：その支出の効果が資本形成に向
けられ、施設等がストックとして将来に残る
ものに支出される経費。道路・橋りょう・公
園等の社会資本の整備に要する経費が該当す
る。
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普通会計性質別歳出の状況（義務的経費の推移）

● 教職員の給与負担事務の移管に伴い、平
成29年度から大幅に増加しましたが、そ
の後は概ね横ばいが続いていました。

● しかし、令和６年度は、定年引上げに係
る経過措置により前年度発生しなかった
定年退職者による退職手当の増や、給与
単価の増に伴う職員給料の増等により、
前年度から大幅に増加しました。

● 障害福祉費や児童福祉費、生活保護費の
増などにより増加傾向にあります。

● なお、令和４年度の減少は、子育て世帯
や住民税非課税世帯等への臨時特別給付
金の減等によるものです。

● 建設債にかかる公債費は近年ほぼ横ばい
である一方で、臨時財政対策債にかかる
公債費は増加傾向で、結果として公債費
全体もやや増加傾向に推移しています。

● なお令和３年度、令和５年度及び令和６
年度の公債費は、臨時財政対策債の償還
財源が国より交付されたことにより一時
的に増加したものです。

（年度）

（単位：億円）

（年度）

（単位：億円）

（単位：億円）

（年度）

人件費の推移

扶助費の推移

公債費の推移
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普通会計性質別歳出の状況（市民一人当たりの義務的経費）

● 札幌市は早くから効率的な職員配置など人件費の見直しに取り組んでおり、市民一人当たりの人件費は他都市と比較すると最
も低い水準となっています。

● また、市債の元利償還金である公債費は４番目に低い水準となっています。

● 一方、扶助費は、生活保護率が高いことに加えて、障害福祉サービス費や保育所運営費が増加していることなどから、２番目
に高い水準となっています。

※令和６年度決算
※人口は令和７年1月1日現在の住民基本台帳人口

（単位：千円／人）
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普通会計性質別歳出の状況（投資的経費（普通建設事業費等））

● 老朽化した公共施設（学校
や市営住宅、道路等）の保
全・更新や再開発事業等に
伴い増加傾向となり、近年
は1,000億円を大きく超え
る規模となっています。

● なお、令和６年度の増加は、
中央区複合庁舎の整備や再
開発事業のかかる経費の増
等によるものです。

● 令和６年度は政令市平均を
上回る水準でした。

（単位：千円／人）

（年度）

（単位：億円）

投資的経費の推移

市民一人当たりの投資的
経費（普通建設事業費
等）の他都市比較

※人口は令和７年1月1日現在の住民基本台帳人口
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● 市債とは、主に道路や公園等の施設を整備するために行う借金で、施設を使う次の世代の市民にも公平に負担していただくた
め、おおむね30年かけて返済しています。

● 一般会計では、臨時財政対策債の発行額が減少しましたが、建設債の発行額は増加したため、前年度比0.9％増の1兆1,131億円とな
り、前年度と比較して増加しました。また、特別会計、企業会計を含めた全会計市債残高においては、前年度比ほぼ横ばいの1兆6,234
億円となりました。

● 市債残高の内訳は、一般会計では臨時財政対策債が約45％を占めています。また、特別・企業会計では、地下鉄を経営する高
速電車事業会計と下水道事業会計が大半を占めています。

市債残高の推移（全会計）

【用語説明】

建設債：建物や道路、公園等の公共施設の建設のために行った借金のこと
市債残高のある特別会計：駐車場会計、母子父子寡婦福祉資金貸付会計

市債の状況（市債残高の推移）

（年度）

（単位：億円）

（単位：億円）

（単位：億円）

333

493

373

67

7
55 78

41



16

市債の状況（市民一人当たり市債残高の他都市比較）

● 市民一人当たりの市債残高を比較すると、政令市の中では８番目に低い水準であり、平成の大合併よりも前に政令市に指定され
た12市の中では３番目に低い水準となっています（令和６年度普通会計決算）。

※ の都市は、平成の大合併よりも前に政令市に指定された都市

※人口は令和７年1月1日現在の住民基本台帳人口
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基金の状況
● 基金とは、地方公共団体が、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金
を運用するために設けられている資金又は財産を指します（地方自治法第241条第１項）。基金の設置目的以外には使用できま
せん。

● 令和６年度末時点で25の基金があり、それぞれの設置目的のために運用益や元本を活用し、事業の財源としています。

予期しない経費の支出などに備えるための積立金
札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2023では
100億円以上の水準維持を規定

市内の土地開発に活用する基金
定額（200億円）を上回る現金部分を財源として活用可能

土地開発基金 （522億円）
※うち、土地分136億円、現金分385億円

公園、学校その他の都市施設の整備、都市活性化のための
財源などに活用

まちづくり推進基金 （622億円）
※うち、土地分119億円、現金分503億円

財政調整基金 （283億円）

昭和44年9月設置

平成元年3月設置

昭和39年4月設置

市債の満期一括償還に備えて積立を行う基金
ルールを遵守した積立を実施し、残高は堅調に推移

減債基金 （3,673億円）

昭和53年9月設置

上記以外の基金。
一般会計への貸付・目的外の取り崩しはなし

その他基金 （352億円）

減債基金の残高推移

財政調整基金の残高推移

※ （ ）内は、各基金の令和６年度末残高

（単位：億円）

（単位：億円）

（年度）

（年度）
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財政指標（健全化判断比率）
● 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」により、全ての自治体が、財政の健全性に関する比率（健
全化判断比率）を算出し、監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告し、公表することが義務づけられています。
健全化判断比率が一つでも基準を超えた地方公共団体は、財政の健全化に向けての計画を策定し、これに取り組むことが必
要となります。

● 令和６年度決算における健全化判断比率は、財政規律の維持と適切な財政運営に努めた結果、令和５年度に引き続き基準を
超える比率はありませんでした。

財政再生基準早期健全化基準令和６年度令和５年度

20%11.25%――実質赤字比率

30%16.25%――連結実質赤字比率

35%25%3.2%2.9%実質公債費比率

400%22.2%18.2%将来負担比率

健全化判断比率（４指標）

★実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率

★連結実質赤字比率
全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率

★実質公債費比率
公債費による財政負担の度合いで、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の

標準財政規模に対する比率

★将来負担比率
地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

実質赤字比率 ＝
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

連結実質赤字比率 ＝
連結実質赤字額

標準財政規模

実質公債費比率
（３か年平均） ＝

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－
（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

将来負担比率 ＝
標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に
係る基準財政需要額算入見込額）

※ 早期健全化基準と財政再生基準の用語説明についてはP19参照

政令市の財政健全化判断比率（令和６年度）

債務水準:高

公債費負担:大

早期健全化基準（400%）

将
来
負
担
比
率
（
％
）
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財政指標（資金不足比率）
● 財政健全化法では、公立病院や水道等の公営企業について、各公営企業ごとに資金不足比率を算出し、公表することが義務づ
けられています。健全化判断比率と同じく、資金不足比率が経営健全化基準を超えると経営の健全化に向けての計画を策定し、
これに取り組むことが必要となります。

● 札幌市の公営企業会計は６会計あり、令和６年度は病院事業会計で資金不足が発生したものの、経営健全化基準に該当するも
のではありません。

★資金不足比率・・・公営企業会計における、資金の
不足額の割合

資金不足比率 ＝

資金の不足額

事業の規模

【用語解説】

標準財政規模：地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税及び臨
時財政対策債発行可能額を加算した額。

早期健全化基準：地方公共団体の財政の健全性に関する基準。「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の４
指標の基準値のいずれかを超過した地方公共団体は、財政健全化計画を作り、自主的な財政健全化に取り組むことになる。

財政再生基準：地方公共団体の財政の健全性に関する基準。「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」の基準値のいずれかを超
過した地方公共団体は、国の指導や監督を受けながら確実な再生に取り組むこととなり、お金の使い方が大きく制約される。

経営健全化基準：一般会計等における早期健全化基準に相当する基準。

経営健全化基準資金不足比率会計区分

20%

5.4病院事業会計

―中央卸売市場事業会計

―軌道整備事業会計

―高速電車事業会計

―水道事業会計

―下水道事業会計
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財政指標（財政力指数及び経常収支比率）

★財政力指数：標準的な行政サービスを提供するために、自治体が
標準的に収入し得る財源の割合を示したもの。この指数が１未満の自
治体に対して地方交付税が交付され、数値が低いほど財政基盤が弱
いと言える。

★経常収支比率：市税や地方交付税等、経常的に入ってくる収入が、
毎年経常的に支出される経費（人件費、扶助費、公債費等）にどれだ
け使われているかを示したもの。低いほど、財政の弾力性・自由度が
高い。

財政力指数 ＝
基準財政収入額

基準財政需要額

経常収支比率 ＝
経常事業充当一般財源等

経常一般財源等総額

【用語解説】

基準財政収入額：各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、
標準的な税収入等の一定割合（75％等）により算定された額。

基準財政需要額：各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行
政を行い、または施設を維持するための財政需要を一定の方法（行政
項目ごとに（単位費用×測定単位の数値×補正係数））で算定した額。

札幌市の財政力指数 0.70（３カ年平均）/ 札幌市の経常収支比率 98.0％

政令市の財政力指数及び経常収支比率（令和６年度）

財政の弾力性・
自由度:高

財政基盤：強

経
常
収
支
比
率（

％
）

● 財政力指数は、大規模な企業が少ないことなどにより市税収入が少ないため、政令市平均を大きく下回っています（20都市
中17位）。これは、標準的な行政サービスを自らまかなえる割合が低く、地方交付税に頼る割合が高くなっていることを表
しています。

● 経常収支比率は、政令市平均を下回る水準を維持することができたものの、経常的に入る財源のうち98％が義務的な経費に
充てられるため、自由に使える財源が2％しかありません。そのため、決して財政状況が良いとは言えません。



21

３.札幌市の今後の財政運営
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まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2023 ①

ビジョン編

戦略編

アクションプラン
2023

第２次札幌市
まちづくり戦略ビジョン
■ 計画期間:R4~R13
■ 10年間のまちづくり

の指針

計
画
体
系

全ての政策的事業を網羅し、
市⾧公約の実現に向けた取組を具体化

計
画
の
特
徴

実効性を担保する中期財政フレームを設定

施政方針における市政運営の視点に立脚

計画期間中の成果指標の設定による
事業の推進・見直しサイクルの確立

期間

合計

R9

(2027)

R8

(2026)

R7

(2025)

R6

(2024)

R5

(2023)
区 分

30,8556,4926,4966,1325,9315,804一般財源

歳

入

19,5334,2744,0483,8493,4453,917国・道支出金

4,392943928855964701市 債

【4,755】【943】【928】【855】【1,109】【919】【（参考）臨時財政対策債を含めた市債】

8,3191,4751,5031,5591,8291,953そ の 他

1,06924821027224793基金活用額

64,16813,43113,18512,66612,41712,469合 計

33,5777,2287,1836,7506,3676,049義務的経費

歳

出

8,2101,6921,7331,6341,6171,533職員費

4,9401,0811,083932926918公債費

20,4284,4554,3684,1853,8233,598扶助費

5,8871,2281,2281,1761,1551,100他会計繰出金

7,5051,7351,5661,3541,4921,359建設事業費

17,1993,2403,2083,3863,4043,961その他事業費

64,16813,43113,18512,66612,41712,469合 計

■ 中期財政フレーム（一般会計） 【令和８年度予算反映】

政策経費のほか、計画期間における歳入や一般経費
の見通しを推計した「中期財政フレーム」を設定。ま
た、将来にわたって健全で持続可能な財政運営を実現
するため、30年間の⾧期的な財政見通しを試算

● 第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンを実現するための中期実施計画である「まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン
2023」を策定
（計画期間は令和５年度～令和９年度の５年間）

（出典）「令和８年度予算の概要」

R９末見込R７末見込区分

612780基金残高

11,53911,435市債残高
※基金残高：財政調整基金、土地開発基金、まちづくり推進基金のうち活用
可能な現金部分の合計

市債残高：建設債及び臨時財政対策債の残高合計

（単位：億円）
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まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2023 ②

まちづくりの取組

■ 誰もが円滑に移動することができ、快適に利用でき
る施設などの整備 ～移動経路・建築物～

■ 当事者への支援と情報発信の充実 ～制度・情報～
■ 心のバリアフリーの浸透と誰もが自分らしく活躍で

きる環境の整備 ～意識～

５
つ
の
分
野
横
断
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

■ 健康行動の促進 ～身体的な健康（ソフト面）～
■ ウォーカブルシティの推進

～身体的な健康（ハード面）～
■ 人生１００年時代の学びと社会参加の促進

～精神的・社会的な健康～

■ 行政のデジタル改革
■ 地域社会のデジタル改革
■ 人材育成・産業競争力の強化

■ ゼロカーボンの推進
■ 雪との共生
■ 雪の利活用

■ 質の高い雇用創出と魅力的な都市づくり
■ 結婚・出産・子育てを支える環境づくり
■ 若い世代へ向けたアプローチの強化

未
来
の
さ
っ
ぽ
ろ
の
姿

ユニバーサル（共生）1

ウェルネス（健康）2

スマート（快適・先端）１3

スマート（快適・先端）２4

人口減少緩和5

経済の活性化
働く場の確保や
税収増となって
暮らしの充実に
つながる

誰もが元気に活躍
街の魅力を一層高める
活動の源

未来の
さっぽろ

誰もが安心して
暮らし

生涯現役として
輝き続ける街

世界都市としての
魅力と活力を

創造し続ける街

５
つ
の
分
野
横
断
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

まちづくりの取組を着実に、かつより効果的に推進していくため
行財政運営の取組を実施

行政運営の取組 財政運営の取組
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財政運営の取組

まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2023 ③

■ 中期財政フレームの策定
■ 適切な目標設定・事業評価を通じた「事業見直しサイク

ル」の確立
■ 局マネジメント機能の強化
■ わかりやすい財政情報の公開

計画的な財政運営1

■ 行政サービスの効率化の推進
■ 受益者負担の適正化
■ 公共施設マネジメントの推進
■ 企業会計繰出金の見直し
■ 持続可能な施策の在り方の検討

歳入・歳出の改革２

■ 地方税財源の拡充
■ 税源かん養の推進
■ 国内外から「ひと」を呼び込む施策の展開
■ 収納率の堅持・収納対策強化、債権管理
■ 社会情勢の変化に即した負担の在り方の検討
■ 公有財産の戦略的な活用

財政基盤の強化３

■ 市債の適切な管理
令和9年度末の残高が、平成26年度末の水準を上回らないよう

適正に執行管理
（市債残高は、臨時財政対策債を除く全会計の市債残高）

財政規律の堅持４

■ 将来の財政需要を見据えた基金の戦略的活用
令和９年度末の財政調整基金の残高について、少なくとも

100億円以上の水準を維持
■ ⾧期的な財政見通しを踏まえた持続可能な財政運営

30年間の⾧期的な財政見通しを試算
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公共施設マネジメントの取組

R6
～

R10

R11
～

R15

R31
～

R35

R21
～

R25

R26
～

R30

R16
～

R20

R36
～

R40

R41
～

R45

R46
～

R50

R31
～

R35

R41
～

R45

■ 公共施設などの建替に係る建設事業費は、今後50年間の試算(自然体※)において、年平均1,643億円発生する見込みであるものの、
建替費用を抑える３つの工夫により、建設事業費を年平均1,148億円まで縮減
※ 自然体:法定耐用年数経過に伴い、同規模の建替を行った場合の水準

■ 建設費に係る市債残高についても、過去最大の水準を下回る見込み

今後の取組

必要な修繕を行い、建物を⾧期的に使用⾧寿命化

建替時期を分散させ、支出時期の偏りを減少平準化

→ インフラ施設(道路・公園等)について、新設から維持更新へ重点化

■ 公共施設の機能を維持しつつ、施設の集約化を実施
■ 身近な地域に必要な機能は、徒歩圏の小学校などに複合化
■ 広く市民生活を支える機能は、地域交流拠点に集約化

総量抑制と
機能維持の両立

建設債残高の見通し


